
告 示

�愛媛県告示第１２６２号
平成２９年１１月２日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成２９年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

宮 武 恭 宏 愛媛県西条市禎瑞１５
８４番地

愛媛県西条市禎瑞１４
２６番１ほか２３筆 ３３，０４９

中 平 勝 則 愛媛県北宇和郡鬼北
町大字広見２２０番地

愛媛県北宇和郡鬼北
町大字広見５４０番地
１ほか２筆

５，２３０

２ 認可年月日

平成２９年１２月４日

�������
�愛媛県告示第１２６３号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２９年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局産業経済部管内）

今治加入区

�愛媛県告示第１２６４号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２５年１２月愛媛県告示第１３２８号）による保険

に付すべき義務は、平成２９年１２月６日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２９年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局産業経済部管内）

今治加入区

�������
�愛媛県告示第１２６５号
宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）の規定による行政処

分について、同法第６９条第１項及び同条第２項において準用する同

法第１６条の１５第５項の規定により、公開の聴聞を次のとおり行う。

平成２９年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 日時 平成２９年１２月２１日（木）午前１１時００分

２ 場所 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階入札室

３ 被聴聞者

� 商号、代表者氏名及び主たる事務所の所在地

株式会社三福テナントインフォリンク

代表取締役 土井 晴彦

松山市中村二丁目１番３号

� 免許証番号

愛媛県知事（１）第００５３３０号

� 免許年月日

平成２６年８月２５日
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�愛媛県告示第１２６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

発 行 愛 媛 県
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四国中央市川之江地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及

び退任した旨の届出があった。

平成２９年１２月１２日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

就 任

退 任

�愛媛県告示第１２６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 川 有 利 四国中央市川之江町２９５１番地

〃 尾 藤 元 一 四国中央市川之江町２５１５番地２

〃 星 川 安 � 四国中央市金生町下分３６５番地

〃 石 川 幸 成 四国中央市金生町山田井１７番地１

〃 大 西 明 四国中央市金生町山田井７０６番地１

〃 大 西 義 彦 四国中央市金生町山田井１０４０番地６

〃 石 川 � 彦 四国中央市上分町７２０番地

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９番地１

〃 南 俊 昌 四国中央市金田町金川７６番地４

〃 信 藤 孝 義 四国中央市金田町金川９４９番地

〃 鈴 木 忠 信 四国中央市金田町金川１３５２番地１

〃 押 条 和司朗 四国中央市金田町半田乙５２番地

〃 喜 井 正 利 四国中央市川滝町下山２３１５番地

〃 石 川 晴 男 四国中央市川滝町領家１３７５番地

〃 篠 原 共 明 四国中央市柴生町４４８番地３

〃 石 川 一 雄 四国中央市妻鳥町２９５６番地１

監 事 谷 弘 煕 四国中央市川之江町３１１３番地６９

〃 篠 永 秀 範 四国中央市上分町１３番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 川之江大豊線
四国中央市金生町下分字板屋８７０番２から

同町下分字板屋８７０番１地先まで

旧 ７．１～１６．５ ０．０３７

新 １５．０～１６．５ ０．０３７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 坊屋敷小田線
喜多郡内子町立石３０３番２から

同町立石２９１番３まで

旧 ５．２～２０．０ ０．１８０

新 １３．７～３３．０ ０．１８０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 弘 煕 四国中央市川之江町３１１３番地６９

〃 石 川 有 利 四国中央市川之江町２９５１番地

〃 星 川 安 � 四国中央市金生町下分３６５番地

〃 石 川 幸 成 四国中央市金生町山田井１７番地１

〃 大 西 明 四国中央市金生町山田井７０６番地２

〃 大 西 義 彦 四国中央市金生町山田井１０４０番地６

〃 石 川 � 彦 四国中央市上分町７２０番地

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９番地１

〃 篠 原 肇 四国中央市金田町金川１１４番地１６

〃 吉 岡 秀 � 四国中央市金田町金川９２４番地５

〃 宇 � 勉 四国中央市金田町金川１４４２番地１

〃 押 条 和司朗 四国中央市金田町半田乙５２番地

〃 石 村 國 次 四国中央市川滝町下山２０６６番地

〃 石 川 晴 男 四国中央市川滝町領家１３７５番地

〃 篠 原 共 明 四国中央市柴生町４４８番地３

〃 石 川 陽 一 四国中央市妻鳥町２４００番地２

監 事 井 原 芳 順 四国中央市金生町下分２１３１番地３

〃 矢 野 強 四国中央市金田町半田甲５３０番地

〃 石 川 定 生 四国中央市柴生町５５２番地

〃 石 村 照 夫 四国中央市川滝町下山２１１１番地１

愛 媛 県 報平成２９年１２月１２日 第２９３４号

８８９
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平成２９年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大瀬川中線
喜多郡内子町大瀬中央４５１１番６から

同町大瀬中央４５０８番１地先まで

旧 ５．０～１１．３ ０．１７１

新 １０．０～５０．３ ０．１７１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大瀬川中線
喜多郡内子町大瀬中央４５１１番６から

同町大瀬中央４５０８番１地先まで
平成２９年１２月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 坊屋敷小田線
喜多郡内子町立石２９９番３から

同町立石２９１番３まで
平成２９年１２月１２日

平成２９年１２月１２日 発行

愛 媛 県 報平成２９年１２月１２日 第２９３４号

８９０


